
議第２５号 

  

酒田市基金条例の一部改正について 

  

酒田市基金条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

  

令和８年２月２４日提出 

  

  

酒田市長 矢 口 明 子 

  

  

酒田市基金条例の一部を改正する条例 

  

酒田市基金条例（平成１７年条例第６７号）の一部を次のように改正する。 

  

第３条第１号の表新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時基金の項を削

る。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

 所期の目的を達成したため、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時基

金を廃止するものである。 



議第２６号 

  

酒田市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について 

  

酒田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように

制定する。 

  

令和８年２月２４日提出 

  

  

酒田市長 矢 口 明 子 

  

  

酒田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

  

酒田市一般職の職員の給与に関する条例（平成１７年条例第４９号）の一部

を次のように改正する。 

  

第１６条第１項に次の１号を加える。 

(4) 通勤のため自動車等の駐車のための施設等（規則で定めるものに限る。

第８項において「駐車施設等」という。）を利用してその利用に係る料金

を負担することを常例とする職員（規則で定める職員を除く。） 

第１６条第２項に次の１号を加える。 

(4) 前項第４号に掲げる職員 支給単位期間につき、５，０００円を超えな

い範囲内で規則で定める額（第５項において「駐車施設等料金相当額」と

いう。） 

第１６条第５項中「定める額」の次に「、駐車施設等料金相当額」を加え、

同条第８項中「自動車等」の次に「及び駐車施設等」を加える。 

附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から起算して９月を超えない範囲内において規則で

定める日から施行する。ただし、附則第３項及び第４項の規定は、公布の日

から施行する。 

２ この条例による改正後の酒田市一般職の職員の給与に関する条例の規定は、

公布の日から起算して９月を超えない範囲内において規則で定める日から適



用する。 

（準備行為） 

３ この条例を施行するために必要な手続その他の行為は、この条例の施行前

においても、行うことができる。 

（委任） 

４ 前３項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で

定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

通勤手当の支給対象を追加するなど、所要の改正を行うものである。 



議第２７号 

  

酒田市体育施設設置管理条例の一部改正について 

  

酒田市体育施設設置管理条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

  

令和８年２月２４日提出 

  

  

酒田市長 矢 口 明 子 

  

  

酒田市体育施設設置管理条例の一部を改正する条例 

  

酒田市体育施設設置管理条例（平成１７年条例第２０７号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  

別表第１酒田市修道館の項を削る。 

別表第２ (1) 体育施設使用期間及び使用時間の表酒田市修道館の項を削る。 

別表第３ １ 体育施設使用料中(21) 酒田市修道館の表を削り、(22) 酒田

市松山スキー場の表を(21) 酒田市松山スキー場の表とし、(23) 酒田市八森パ

ークゴルフ場の表から(26) 酒田市外山キャンプ場の表までを１表ずつ繰り上

げる。 

別表第３ ２ 公衆の便益を目的として売店等の営業行為を行うために体育

施設を使用する場合の表酒田市修道館の項を削る。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 （提案理由） 

 酒田市修道館の廃止に伴い、所要の改正を行うものである。 



議第２８号 

 

酒田市空家等の適正管理に関する条例の制定について 

 

酒田市空家等の適正管理に関する条例を次のように制定する。 

 

令和８年２月２４日提出 

 

 

酒田市長 矢 口 明 子  

 

 

酒田市空家等の適正管理に関する条例 

 

（目的） 

第１条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律

第１２７号。以下「法」という。）に定めるもののほか、空家等の適正な管

理に関し必要な事項を定めることにより、管理不全空家等の発生防止及び空

家等の活用の促進を図り、もって安全安心で魅力あるまちづくりの推進に寄

与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例によ

るほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

 (1) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学

する者をいう。 

 (2) 自治会 自治会、町内会、区等の地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２６０条の２に規定する地縁による団体をいう。 

（民事による解決との関係） 

第３条 この条例の規定は、空家等により生じている紛争の当事者間で、民事

による解決を図ることを妨げるものではない。 

（市の責務） 

第４条 市は、第１条の目的を達成するため、法第７条第１項に規定する空家

等対策計画を策定し、当該計画に基づく空家等に関する対策の実施その他の

空家等に関して必要な措置を適切に講ずるものとする。 



（所有者等の責務） 

第５条 所有者等は、当該空家等が管理不全な状態にならないよう適正な管理

を行わなければならない。 

２ 所有者等は、市が実施する空家等に関する施策に積極的に協力するよう努

めるものとする。 

（市民等の責務） 

第６条 市民等は、市が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めるも

のとする。 

（自治会の役割） 

第７条 自治会は、市が実施する空家等に関する施策を推進するため、市と連

携を図るものとする。 

（情報提供） 

第８条 市民等及び自治会は、特定空家等又は管理不全空家等と疑われる空家

等を発見したときは、速やかに市にその情報を提供するよう努めるものとす

る。 

 （特定空家等の認定） 

第９条 市長は、空家等が現に法第１３条第１項に規定する状態であると認め

るときは、当該空家等を管理不全空家等として認定するものとする。 

２ 市長は、空家等が現に法第２条第２項に規定する状態であると認めるとき

は、当該空家等を特定空家等として認定するものとする。 

３ 市長は、前項の規定により特定空家等の認定をしようとするときは、あら

かじめ協議会（酒田市空家等対策計画において法第８条第１項に規定する協

議会に位置付けたものをいう。）の意見を聴かなければならない。 

（公表） 

第１０条 市長は、法第２２条第３項の規定による命令を行ったにもかかわら

ず、当該所有者等が正当な理由なく命令に従わないときは、次に掲げる事項

を公表することができる。 

(1) 命令に従わない者の住所及び氏名（法人にあっては、主たる事務所の

所在地並びに名称及び代表者の氏名） 

(2) 命令の対象である空家等の所在地 

(3) 命令の内容及び命令に従わなかった事実 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

２ 市長は、前項の規定により公表をしようとするときは、あらかじめ、当該

公表に係る所有者等に対し、公表を予告し、弁明の機会を付与しなければな

らない。 



（緊急安全措置） 

第１１条 市長は、空家等が著しく危険な状態にあり、その状態を放置するこ

とにより、人の生命、身体又は財産に重大な被害を及ぼすおそれがあると認

めるときは、当該危険な状態を解消するために必要な最低限度の措置を講ず

ることができる。 

２ 市長は、前項の措置を講じたときは、当該空家等の所有者等から当該措置

に係る費用を徴収することができる。 

（関係機関との連携） 

第１２条 市長は、第１条の目的を達成するために必要があると認めるときは、

警察その他の関係機関に対して、空家等に関する情報を提供し、必要な協力

を求めることができる。 

（委任） 

第１３条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （提案理由） 

 空家等対策の推進に関する特別措置法を基本施策とするとともに、空家等の

適正な管理に関し必要な事項を定めることにより、管理不全空家等の発生防止

及び空家等の活用の促進を図り、もって安全安心で魅力あるまちづくりの推進

に寄与するため、新たに条例を制定するものである。 



議第２９号 

 

酒田市空地の適正管理に関する条例の制定について 

 

酒田市空地の適正管理に関する条例を次のように制定する。 

 

令和８年２月２４日提出 

 

 

酒田市長 矢 口 明 子  

 

 

酒田市空地の適正管理に関する条例 

 

酒田市空き家等の適正管理に関する条例（平成２４年条例第１１号）の全部

を改正する。 

（目的） 

第１条 この条例は、空地の適正な管理に関し必要な事項を定めることにより、

空地が管理不全な状態になることの防止及び空地の活用の促進を図り、もっ

て安全安心で魅力あるまちづくりの推進に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

(1) 空地 建築物又はこれに附属する工作物の敷地以外の土地で、現に人

が使用していない土地（現に人が使用していない土地と同等の管理状態に

ある土地を含む。）をいう。ただし、山林、農地法（昭和２７年法律第

２２９号）第２条第１項に規定する農地及び国又は地方公共団体が所有し、

又は管理する土地を除く。 

(2) 管理不全な状態 空地の状態が次に掲げるいずれかに該当する場合をい

う。 

ア 害虫の発生源となっているとき。 

 イ ごみの不法投棄を誘発しているとき。 

 ウ 犯罪発生の遠因となっているとき。 

 エ その他市民の生活環境に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。 

(3) 所有者等 所有者又は管理者をいう。 



(4) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学

する者をいう。 

 (5) 自治会 自治会、町内会、区等の地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２６０条の２に規定する地縁による団体をいう。 

（民事による解決との関係） 

第３条 この条例の規定は、空地により生じている紛争の当事者間で、民事に

よる解決を図ることを妨げるものではない。 

（市の責務） 

第４条 市は、第１条の目的を達成するため、空地に関する対策の実施その他

の空地に関して必要な措置を適切に講ずるものとする。 

（所有者等の責務） 

第５条 空地の所有者等は、当該空地が管理不全な状態にならないよう適正な

管理を行わなければならない。 

２ 空地の所有者等は、市が実施する空地に関する施策に積極的に協力するよ

う努めるものとする。 

（市民等の責務） 

第６条 市民等は、市が実施する空地に関する施策に協力するよう努めるもの

とする。 

（自治会の役割） 

第７条 自治会は、市が実施する空地に関する施策を推進するため、市と連携

を図るものとする。 

（情報提供） 

第８条 市民等及び自治会は、管理不全な状態にある空地を発見したときは、

速やかに市にその情報を提供するよう努めるものとする。 

（立入調査等） 

第９条 市長は、本市の区域内にある空地の所在及び当該空地の所有者等を把

握するための調査その他空地に関しこの条例の施行のために必要な調査を行

うことができる。 

２ 市長は、次条第２項の規定による勧告又は第１１条第１項の規定による命

令を行うために必要な限度において、空地の所有者等に対し、当該空地に関

する事項に関し報告させ、又はその職員若しくはその委任した者に、空地と

認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。 

３ 市長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空地と認められ

る場所に立ち入らせようとするときは、その５日前までに、当該空地の所有

者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知



することが困難であるときは、この限りでない。 

４ 第２項の規定により空地と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その

身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しな

ければならない。 

５ 第２項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたもの

と解釈してはならない。 

 （助言、指導及び勧告） 

第１０条 市長は、管理不全な状態にある空地の所有者等に対し、当該状態を

解消するために必要な措置をとるよう助言又は指導をすることができる。 

２ 市長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該空

地が管理不全な状態にあると認めるときは、当該空地の所有者等に対し、相

当の猶予期限を付けて、当該状態を解消するために必要な措置をとるよう勧

告することができる。 

（命令） 

第１１条 市長は、前条第２項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がな

くてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認

めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置

をとることを命ずることができる。 

２ 市長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その

措置を命じようとする者に対し、意見書の提出等の機会を与えなければなら

ない。 

３ 前項に規定する意見書の提出等の手続については、空家等対策の推進に関

する特別措置法（平成２６年法律第１２７号）第２２条第４項から第８項ま

での規定を準用する。 

４ 第１項の規定による命令については、酒田市行政手続条例（平成１７年条

例第２３号）第３章（第１２条及び第１４条を除く。）の規定は適用しない。 

（公表） 

第１２条 市長は、前条第１項の規定による命令を行ったにもかかわらず、当

該所有者等が正当な理由なく命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表

することができる。 

(1) 命令に従わない者の住所及び氏名（法人にあっては、主たる事務所の所

在地並びに名称及び代表者の氏名） 

(2) 命令の対象である空地の所在地 

(3) 命令の内容及び命令に従わなかった事実 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 



２ 市長は、前項の規定により公表をしようとするときは、あらかじめ、当該

公表に係る所有者等に対し、公表を予告し、弁明の機会を付与しなければな

らない。 

（緊急安全措置） 

第１３条 市長は、空地が著しく危険な状態にあり、その状態を放置すること

により、人の生命、身体又は財産に重大な被害を及ぼすおそれがあると認め

るときは、当該危険な状態を解消するために必要な最低限度の措置を講ずる

ことができる。 

２ 市長は、前項の措置を講じたときは、当該空地の所有者等から当該措置に

係る費用を徴収することができる。 

（関係機関との連携） 

第１４条 市長は、第１条の目的を達成するために必要があると認めるときは、

警察その他の関係機関に対して、空地に関する情報を提供し、必要な協力を

求めることができる。 

（委任） 

第１５条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の酒田市空き家

等の適正管理に関する条例の規定により、住宅及び事業所に隣接する現に人

が使用していない土地の所有者等に対してなされた助言又は指導、勧告、命

令その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみな

す。 

 

 

 

 

 

 （提案理由） 

 空地の適正な管理に関し必要な事項を定めることにより、空地が管理不全な

状態になることの防止及び空地の活用の促進を図り、もって安全安心で魅力あ

るまちづくりの推進に寄与するため、酒田市空き家等の適正管理に関する条例

の全部を改正するものである。 



議第３０号 

  

酒田市印鑑条例及び酒田市手数料条例の一部改正について 

  

酒田市印鑑条例及び酒田市手数料条例の一部を改正する条例を次のように制

定する。 

  

令和８年２月２４日提出 

  

  

酒田市長 矢 口 明 子 

  

  

酒田市印鑑条例及び酒田市手数料条例の一部を改正する条例 

  

 次に掲げる条例の規定中「第１２条の２第４項第２号ロ」を「第１２条の２

第４項第３号ロ」に改める。 

(1) 酒田市印鑑条例（平成１７年条例第２５号）第１７条第２項 

(2) 酒田市手数料条例（平成１７年条例第７４号）第６条第２項 

附 則 

この条例は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一

部を改正する法律（令和７年法律第４６号）の施行の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

電気通信事業法の一部改正に伴い、引用する条項を変更するため、所要の改

正を行うものである。 



議第３１号 

  

酒田市保育所設置条例の一部改正について 

  

酒田市保育所設置条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

  

令和８年２月２４日提出 

  

  

酒田市長 矢 口 明 子 

  

  

酒田市保育所設置条例の一部を改正する条例 

  

酒田市保育所設置条例（平成１７年条例第１３０号）の一部を次のように改

正する。 

  

第２条の表中 

「 

松陵保育園 酒田市住吉町１０番２５号 

みなと保育園 酒田市亀ケ崎六丁目１０番１号 

                          」 

を 

「 

みなと保育園 酒田市亀ケ崎六丁目１０番１号 

」 

に改める。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

（提案理由） 

みなと保育園、松陵保育園の統合に伴い、所要の改正を行うものである。 



議第３２号 

  

酒田市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例 

の制定について 

  

酒田市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例を次のよう

に制定する。 

  

令和８年２月２４日提出 

  

  

酒田市長 矢 口 明 子 

  

  

酒田市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例 

  

（趣旨） 

第１条 この条例は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下

「法」という。）第５４条の３において準用する法第４６条第２項の規定に

基づき、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定めるものとする。 

（特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準） 

第２条 法第５４条の３において準用する法第４６条第２項の規定に基づき条

例で定める特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準は、特定乳児等通園

支援事業の運営に関する基準（令和７年内閣府令第９５号）の定めるところ

による。 

（委任） 

第３条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 （提案理由） 

 子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、特定乳児等通園支援事業の運営に

関する基準について規定するため、新たに条例を制定するものである。 



議第３３号 

  

酒田市介護保険条例の一部改正について 

 

酒田市介護保険条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

  

令和８年２月２４日提出 

  

  

酒田市長 矢 口 明 子 

  

  

酒田市介護保険条例の一部を改正する条例 

  

酒田市介護保険条例（平成１７年条例第１２３号）の一部を次のように改正

する。 

  

附則に次の見出し及び５項を加える。 

（令和８年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例） 

１２ 第１号被保険者（令和８年度分の保険料の賦課期日において当該保険料

を賦課する市町村に住所を有しない者を除き、令和８年度分の地方税法の規

定による市町村民税の賦課期日において当該保険料を賦課する市町村に住所

を有する者（同法第２９４条第３項の規定により当該市町村の住民基本台帳

に記録されている者とみなされた者を含む。）に限る。以下この項から第１５

項までにおいて同じ。）のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含ま

れている者（同年中の給与等（所得税法第２８条第１項に規定する給与等を

いう。以下同じ。）の収入金額が５５万１，０００円以上６５万１，０００

円未満である者に限る。）の令和８年度における保険料率の算定についての

第４条第１項（第６号ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア、第１０号ア、第

１１号ア及び第１２号アに係る部分に限る。）の規定の適用については、同

項第６号ア中「地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第

１３号に規定する合計所得金額（以下「合計所得金額」という。）（租税特

別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第１項若しくは第２項、

第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１

項、第３５条の２第１項、第３５条の３第１項又は第３６条の規定の適用が



ある場合には、当該合計所得金額から令第２２条の２第２項に規定する特別

控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零

とする。以下この項において同じ。）」とあるのは、「合計所得金額（地方

税法第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所

得金額に所得税法第２８条第１項に規定する給与所得が含まれている場合に

は、当該給与所得の金額については、同条第２項の規定によって計算した金

額に令和７年中の同条第１項に規定する給与等の収入金額から５５万円を控

除して得た額を加えた額によるものとし、租税特別措置法による特別控除の

適用がある場合には、当該合計所得金額から令第２２条の２第２項に規定す

る特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合に

は、零とする。以下この項において同じ。）」とする。 

１３ 第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれて

いる者（同年中の給与等の収入金額が６５万１，０００円以上１６１万

９，０００円未満である者に限る。）の令和８年度における保険料率の算定

についての第４条第１項（第６号ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア、第１０

号ア、第１１号ア及び第１２号アに係る部分に限る。）の規定の適用につい

ては、同項第６号ア中「地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条

第１項第１３号に規定する合計所得金額（以下「合計所得金額」という。）

（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第１項若しくは

第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５

条第１項、第３５条の２第１項、第３５条の３第１項又は第３６条の規定の

適用がある場合には、当該合計所得金額から令第２２条の２第２項に規定す

る特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合に

は、零とする。以下この項において同じ。）」とあるのは、「合計所得金額

（地方税法第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額をいい、当該

合計所得金額に所得税法第２８条第１項に規定する給与所得が含まれている

場合には、当該給与所得の金額については、同条第２項の規定によって計算

した金額に１０万円を加えた額によるものとし、租税特別措置法による特別

控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第２２条の２第２項に

規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る

場合には、零とする。以下この項において同じ。）」とする。 

１４ 第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれて

いる者（同年中の給与等の収入金額が１６１万９，０００円以上１９０万円

未満である者に限る。）の令和８年度における保険料率の算定についての第

４条第１項（第６号ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア、第１０号ア、第１１



号ア及び第１２号アに係る部分に限る。）の規定の適用については、同項第

６号ア中「地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第１３

号に規定する合計所得金額（以下「合計所得金額」という。）（租税特別措

置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第１項若しくは第２項、第３４

条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１項、第

３５条の２第１項、第３５条の３第１項又は第３６条の規定の適用がある場

合には、当該合計所得金額から令第２２条の２第２項に規定する特別控除額

を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。

以下この項において同じ。）」とあるのは、「合計所得金額（地方税法第

２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額

に所得税法第２８条第１項に規定する給与所得が含まれている場合には、当

該給与所得の金額については、同条第２項の規定によって計算した金額に６５

万円から令和７年給与所得控除額（令和７年中の所得税法第２８条第１項に

規定する給与等の収入金額から、当該給与等の収入金額を所得税法等の一部

を改正する法律（令和７年法律第１３号）第１条の規定による改正前の所得

税法別表第５（以下「別表第５」という。）の給与等の金額として、別表第

５により当該金額に応じて求めた別表第５の給与所得控除後の給与等の金額

を控除して得た額をいう。）を控除して得た額を加えた額によるものとし、

租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額か

ら令第２２条の２第２項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該

合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下この項において同じ。）」

とする。 

（令和８年度の保険料率の算定に関する基準の特例） 

１５ 第１号被保険者の令和８年度における保険料率の算定についての第４条

第１項の規定の適用については、当該第１号被保険者の属する世帯の世帯主

及び全ての世帯員のうちに、第１号に掲げる者に該当し、かつ、第２号又は

第３号に掲げる者のいずれかに該当する者があるときは、当該該当する者は、

同年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されている者とみなす。 

(1) 令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（令和８年度分の

保険料の賦課期日において当該保険料を賦課する市町村に住所を有しない

者を除く。）であって、令和８年度分の地方税法の規定による市町村民税

の賦課期日において当該保険料を賦課する市町村に住所を有するもの（同

法第２９４条第３項の規定により当該市町村の住民基本台帳に記録されて

いる者とみなされた者を含む。） 

(2) 地方税法第２９５条第１項第２号に掲げる者に該当し、かつ、令和８年



度分の同法の規定による市町村民税が課されていない者であって、次のア

からウまでに掲げる場合のいずれかに該当するもの 

ア 令和７年中の給与等の収入金額が５５万１，０００円以上６５万

１，０００円未満であり、かつ、１３５万円から同年の合計所得金額を

控除して得た額が、同年中の給与等の収入金額から５５万円を控除して

得た額以下である場合 

イ 令和７年中の給与等の収入金額が６５万１，０００円以上１６１万

９，０００円未満であり、かつ、１３５万円から同年の合計所得金額を

控除して得た額が１０万円以下である場合 

ウ 令和７年中の給与等の収入金額が１６１万９，０００円以上１９０万

円未満であり、かつ、１３５万円から同年の合計所得金額を控除して得

た額が、６５万円から、同年中の給与等の収入金額から当該給与等の収

入金額を所得税法等の一部を改正する法律（令和７年法律第１３号）第

１条の規定による改正前の所得税法別表第５（以下「別表第５」という。）

の給与等の金額として、別表第５により当該金額に応じて求めた別表第

５の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額を控除して得た額

以下である場合 

(3) 地方税法第２９５条第１項各号に掲げる者に該当せず、かつ、令和８年

度分の同法の規定による市町村民税が課されていない者であって、次のア

からウまでに掲げる場合のいずれかに該当するもの 

ア 令和７年中の給与等の収入金額が５５万１，０００円以上６５万

１，０００円未満であり、かつ、地方税法第２９５条第３項に規定する

政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定める金額から同年の合

計所得金額を控除して得た額が、同年中の給与等の収入金額から５５万

円を控除して得た額以下である場合 

イ 令和７年中の給与等の収入金額が６５万１，０００円以上１６１万

９，０００円未満であり、かつ、地方税法第２９５条第３項に規定する

政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定める金額から同年の合

計所得金額を控除して得た額が１０万円以下である場合 

ウ 令和７年中の給与等の収入金額が１６１万９，０００円以上１９０万

円未満であり、かつ、地方税法第２９５条第３項に規定する政令で定め

る基準に従い当該市町村の条例で定める金額から同年の合計所得金額を

控除して得た額が、６５万円から、同年中の給与等の収入金額から当該

給与等の収入金額を別表第５の給与等の金額として、別表第５により当

該金額に応じて求めた別表第５の給与所得控除後の給与等の金額を控除



して得た額を控除して得た額以下である場合 

１６ 第１号被保険者の令和８年度における保険料率の算定についての第４条

第１項の規定の適用については、当該第１号被保険者が前項第１号に掲げる

者に該当し、かつ、同項第２号又は第３号に掲げる者のいずれかに該当する

ときは、当該第１号被保険者は、同年度分の地方税法の規定による市町村民

税が課されている者とみなす。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （提案理由） 

 介護保険法施行令の一部改正に伴い、令和８年度の介護保険料率の算定に関す

る所得の額の算定方法の特例等に関する規定を追加するため、所要の改正を行う

ものである。 



議第３４号 

 

酒田市国民健康保険税条例の一部改正について 

 

酒田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

令和８年２月２４日提出 

 

 

                  酒田市長 矢 口 明 子  

 

 

酒田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

酒田市国民健康保険税条例（平成１７年条例第１４５号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

第４条第１項中「１００分の６」を「１００分の６．１」に改める。 

第６条中「１９，７００円」を「２３，５００円」に改める。 

第６条の２第１号中「１５，０００円」を「１６，５００円」に改め、同条

第２号中「７，５００円」を「８，２５０円」に改め、同条第３号中

「１１，２５０円」を「１２，３７５円」に改める。 

第７条中「１００分の２．６」を「１００分の２．７」に改める。 

第８条の２中「８，８００円」を「１０，６００円」に改める。 

第８条の３第１号中「６，７００円」を「７，５００円」に改め、同条第２

号中「３，３５０円」を「３，７５０円」に改め、同条第３号中「５，０２５

円」を「５，６２５円」に改める。 

第１０条の２中「１０，６００円」を「１１，１００円」に改める。 

第１１条第１項第１号ア中「１３，７９０円」を「１６，４５０円」に改め、

同号イ(ｱ)中「１０，５００円」を「１１，５５０円」に改め、同号イ(ｲ)中

「５，２５０円」を「５，７７５円」に改め、同号イ(ｳ)中「７，８７５円」を

「８，６６３円」に改め、同号ウ中「６，１６０円」を「７，４２０円」に改

め、同号エ ( ｱ )中「４，６９０円」を「５，２５０円」に改め、同号エ

(ｲ)中 「 ２ ， ３ ４ ５ 円 」 を 「 ２ ， ６ ２ ５ 円 」 に 改 め 、 同 号 エ (ｳ )中

「３，５１８円」を「３，９３８円」に改め、同号オ中「７，４２０円」を



「７，７７０円」に改め、同項第２号ア中「９，８５０円」を「１１，７５０

円」に改め、同号イ(ｱ)中「７，５００円」を「８，２５０円」に改め、同

号イ (ｲ)中「３，７５０円」を「４，１２５円」に改め、同号イ (ｳ)中

「５，６２５円」を「６，１８８円」に改め、同号ウ中「４，４００円」を

「５，３００円」に改め、同号エ(ｱ)中「３，３５０円」を「３，７５０円」に

改め、同号エ(ｲ)中「１，６７５円」を「１，８７５円」に改め、同号エ(ｳ)中

「２，５１３円」を「２，８１３円」に改め、同号オ中「５，３００

円」を「５，５５０円」に改め、同項第３号ア中「３，９４０円」を

「４，７００円」に改め、同号イ(ｱ)中「３，０００円」を「３，３００円」に

改め、同号イ(ｲ)中「１，５００円」を「１，６５０円」に改め、同号イ(ｳ)中

「２，２５０円」を「２，４７５円」に改め、同号ウ中「１，７６０円」を

「２，１２０円」に改め、同号エ(ｱ)中「１，３４０円」を「１，５００円」に

改め、同号エ (ｲ)中「６７０円」を「７５０円」に改め、同号エ (ｳ)中

「１，００５円」を「１，１２５円」に改め、同号オ中「２，１２０円」を

「２，２２０円」に改め、同条第２項第１号ア中「２，９５５円」を

「３，５２５円」に改め、同号イ中「４，９２５円」を「５，８７５円」に

改め、同号ウ中「７，８８０円」を「９，４００円」に改め、同号エ中

「９，８５０円」を「１１，７５０円」に改め、同項第２号ア中「１，３２０

円」を「１，５９０円」に改め、同号イ中「２，２００円」を「２，６５０円」

に改め、同号ウ中「３，５２０円」を「４，２４０円」に改め、同号エ中

「４，４００円」を「５，３００円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の酒田市国民健康保険税条例の規定は、令和８年度

以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和７年度分までの国民健

康保険税については、なお従前の例による。 

 

 

 

（提案理由） 

国民健康保険税について保険給付費等に見合う財源を確保するため、基礎課

税額、後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額の各割額を改定するこ

とについて、所要の改正を行うものである。 



議第３５号 

  

酒田市立酒田看護専門学校授業料等に関する条例の一部改正につ 

いて 

  

酒田市立酒田看護専門学校授業料等に関する条例の一部を改正する条例を次

のように制定する。 

  

令和８年２月２４日提出 

  

  

酒田市長 矢 口 明 子 

  

  

酒田市立酒田看護専門学校授業料等に関する条例の一部を改正す 

る条例 

  

酒田市立酒田看護専門学校授業料等に関する条例（平成２１年条例第４７号）

の一部を次のように改正する。 

  

第２条第２号ア中「市内」を「酒田市、鶴岡市、三川町、庄内町及び遊佐町

の区域内」に改める。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 （提案理由） 

 市内の医療機関に就職する可能性の高い学生を確保するため、入学金を減額

する者の住所要件を市内から庄内地域に拡大することについて、所要の改正を

行うものである。 



議第３６号 

 

酒田市温泉・宿泊施設設置管理条例の一部改正について 

 

酒田市温泉・宿泊施設設置管理条例の一部を改正する条例を次のように制定

する。 

 

令和８年２月２４日提出 

 

 

酒田市長 矢 口 明 子 

 

 

酒田市温泉・宿泊施設設置管理条例の一部を改正する条例 

 

酒田市温泉・宿泊施設設置管理条例（平成１７年条例第８６号）の一部を次

のように改正する。 

 

別表 １ 湯の台温泉鳥海山荘施設使用料 (3) 入浴料の表中 

「    「    

 ５２０円  
を 

 ６２０円  
に改め、 

 ２６０円   ３１０円  

  」    」  

同表 ２ 八森温泉ゆりんこ使用料の表中 

「     「     

 ５２０円 ２６０円  を  ６２０円 ３１０円  に改める。 

   」     」  

附 則 

 この条例は、令和８年１０月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

湯の台温泉鳥海山荘及び八森温泉ゆりんこの入浴料の見直しに伴い、所要の

改正を行うものである。 



議第３７号 

 

酒田市悠々の杜温泉施設設置管理条例の一部改正について 

 

酒田市悠々の杜温泉施設設置管理条例の一部を改正する条例を次のように制

定する。 

 

令和８年２月２４日提出 

 

 

酒田市長 矢 口 明 子 

 

 

酒田市悠々の杜温泉施設設置管理条例の一部を改正する条例 

 

酒田市悠々の杜温泉施設設置管理条例（平成１７年条例第１０３号）の一部

を次のように改正する。 

 

  「    「    

別表中 
 ５２０円  

を 
 ６２０円  

に改める。 
 ２６０円   ３１０円  

   」    」  

附 則 

 この条例は、令和８年１０月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

悠々の杜温泉施設の入浴料の見直しに伴い、所要の改正を行うものである。 



議第３８号 

  

酒田市農業者健康管理センター設置管理条例の廃止について 

  

酒田市農業者健康管理センター設置管理条例を廃止する条例を次のように制

定する。 

  

令和８年２月２４日提出 

  

  

酒田市長 矢 口 明 子 

  

  

酒田市農業者健康管理センター設置管理条例を廃止する条例 

  

酒田市農業者健康管理センター設置管理条例（平成１７年条例第９７号）は、

廃止する。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

まいづる荘の用途を廃止するため、条例を廃止するものである。 



議第３９号 

  

酒田市下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について 

 

酒田市下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を次のように

制定する。 

  

令和８年２月２４日提出 

  

  

酒田市長 矢 口 明 子 

  

  

酒田市下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

  

酒田市下水道事業の設置等に関する条例（平成１７年条例第１７１号）の一

部を次のように改正する。 

 

別表第１中 

「 

３，５５０人 １，４６９立方メートル 

３，１４０人 １，３８１立方メートル 

１７，７８０人 ７，０１８立方メートル 

                     」 

を 

「 

３，１００人 １，２９２立方メートル 

２，７３０人 １，１９０立方メートル 

１６，１３０人 ６，６７６立方メートル 

                      」 

に改める。 

別表第２飛鳥砂越地区農業集落排水処理施設の項を削る。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 



（提案理由） 

酒田市公共下水道等の計画変更及び下水道の広域化事業による処理区の廃止

に伴い、所要の改正を行うものである。 
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